
練馬区ひとり親家庭のしおり広告掲載取扱要綱 

 

平成24年10月10日  

24練福経第1433号  

（目的） 

第１条 この要綱は、「練馬区有料広告事業に関する基本方針」（平成26年３月17日

25練企企第611号）に基づき、練馬区（以下「区」という。）が発行する練馬区ひと

り親家庭のしおり（以下「掲載紙」という。）に掲載する広告の取扱いについて定

めることにより、広告掲載による財源の確保を図るとともに、事業者等への広告掲

載の機会の提供および区民への情報提供を行うことで、地域経済の発展に寄与する

ことを目的とする。 

（広告掲載の条件） 

第２条 広告掲載できる内容は、つぎに掲げる条件に該当するものでなければならな

い。 

⑴ 広告主および広告内容について、「練馬区有料広告掲載・掲出基準」（平成26

年３月17日25練企企第612号）に抵触しないこと。  

⑵ 広告内容が区民生活に関連するものであること。  

（広告掲載の位置） 

第３条 広告掲載を行う位置は、掲載紙の巻末広告欄とする。 

（広告の規格等） 

第４条 広告の規格等は、別表のとおりとする。 

（広告掲載者の募集） 

第５条 広告掲載者の募集は区報およびホームページで行う。ただし、区長が必要が

あると認める場合には、個別に掲載募集することができる。 

（広告掲載の申込み） 

第６条 広告掲載を希望するものは、練馬区ひとり親家庭のしおり広告掲載申込書



（第１号様式）を区長に提出するものとする。 

２ 前項の申込書には、広告原稿を添付するものとする。 

３ 区長は、前項の規定により提出された広告原稿の内容に不適切な表現がある場合

には、修正を求めることができる。 

４  前項の規定により区長が修正を求めたにもかかわらず、それに応じない場合は申

込みを取り下げたものとみなす。 

５ 第１項の規定による申込みについては、区長が別に定める電子情報処理組織を使

用する方法により行うことができる。 

（広告掲載者の決定） 

第７条 区長は前条の規定に基づき、広告掲載の申込みがあった場合には、第２条の

規定に基づく広告内容を審査し、広告掲載者を決定する。  

２ 前項の審査により、広告申込者が広告掲載可能数を超える場合には、区長は公共

性および区内事業者かどうかを踏まえ、つぎの順により広告掲載を決定する。この

場合において、同一順位のものが複数いるときは、抽選により決定する。  

⑴ 区内に事業所等を有する公益法人、福祉団体、私企業のうち公共性の高い業種 

のもの（電気、ガス、交通等）およびNPO法人  

⑵  区内に事業所等を有する私企業、自営業および団体等  

⑶  上記順位以外の公益法人、私企業、自営業および団体等  

３  前項の審査の結果、広告掲載者を決定した場合には、申込者に対して練馬区ひと

り親家庭のしおり広告掲載決定通知書（第２号様式）または練馬区ひとり親家庭の

しおり広告非掲載通知書（第３号様式）により可否決定の結果を通知するものとす

る。  

（広告掲載料の納付） 

第８条 前条第３項の規定により広告掲載の決定通知を受けた者（以下「広告主」と

いう。）は、区長が指定する期日までに広告掲載料を一括で納付するものとする。 

 



（広告掲載料の還付） 

第９条 納付された広告掲載料は還付しない。ただし、広告主の責によらない理由に

より広告掲載できない場合は還付する。 

（広告掲載の取消し） 

第10条 区長は、広告主が指定された期日までに広告掲載料を納付しない場合は、広

告掲載の決定を取り消すことができる。 

（広告主の責任） 

第11条 広告主は掲載した広告内容について一切の責任を負うものとする。 

２ 原稿の作成費用は、広告主の負担とする。 

（委任） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉部長が別に定める。  

付 則  

この要綱は、平成24年10月10日から施行する。  

付 則（平成30年10月９日30練福生第824号）  

この要綱は、平成30年10月15日から施行する。  

付 則（令和３年３月30日２練福生第2682号） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

２ この要綱の施行の際、改正前の練馬区ひとり親家庭のしおり広告掲載取扱要綱の

式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することがで

きる。 

付 則（令和６年６月５日６練福生第428号）  

１ この要綱は、令和６年７月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、改正前の練馬区ひとり親家庭のしおり広告掲載取扱要綱の

様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することが

できる。 

 



別表（第４条関係） 

 

 

 

 

 

広告名 規格（縦×横mm） 刷色 掲載料 備考 

１号広告 170×135 ４色カラー 20,000円 音声コード付 

２号広告 85×135 ４色カラー 10,000円 音声コード付 


